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■４条１項１１号

不服 2020-9150
＜本願商標＞

第２０類「椅子類」

＜結論＞

本件審判の請求は、成り立たない。

＜原査定理由＞

引用商標：「レジェンダ（ＬＥＧＧＥＮＤＡ）」（標準文字）

第２０類「家具，テレビジョン受信機載置台，テレビスタンド」

＜理由＞

※読みやすくなるように、以下、当事務所にて下線や改行等を挿入しております。

（１）本願商標について

本願商標は、・・・、「Ｌｅｇｅｎｄａ」の欧文字を特段のデザイン化もされていない平易

な書体により表してなるところ、当該文字は、「聖徒伝」（西和辞典増訂版 白水社）を意味

するスペイン語ではあるものの、我が国において一般に親しまれた語とはいえないことか

ら、この文字に接する取引者、需要者が、直ちに特定の意味合いを理解するとはいい難い。

してみれば、当該文字は、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認識される

ものであるから、本願商標は、特定の観念を生じないものである。

そして、本願商標のように特定の意味合いを想起させない欧文字からなる商標を称呼す

るときは、我が国で広く親しまれている英語風又はローマ字風の発音をもって称呼される

のが一般的といえるところ、「伝説」を意味する英語の「ｌｅｇｅｎｄ」を「レジェンド」

と発音するのに倣って、本願商標からは、「レジェンダ」の称呼が生じるほか、「レゲンダ」

の称呼が生じ得るとみるのが相当である。
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（２）引用商標について

引用商標は、・・・、片仮名と括弧書きの欧文字を横書きした「レジェンダ（ＬＥＧＧ

ＥＮＤＡ）」の構成からなるところ、後半の括弧書きされた欧文字部分は、前半の片仮名を

欧文字で表したものと容易に理解されるものである。

そして、その構成中、「レジェンダ」の文字は、既成の語として辞書等に載録されておら

ず、また、「ＬＥＧＧＥＮＤＡ」の文字は、５文字目のＥにアクセント記号をつければ「伝

説」（伊和中辞典 小学館）を意味するイタリア語ではあるものの、我が国において一般に

親しまれた語とはいい難く、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認識さ

れるものであるから、引用商標は、特定の観念を生じないものである。

また、一般に、片仮名に続けて括弧書きで欧文字を併記した商標の構成において、その仮

名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるとき

は、仮名文字部分より生じる称呼が、その欧文字部分より生じる自然の称呼とみるのが相当

であるから、引用商標からは、「レジェンダ」の称呼のみを生じるものである。

（３）本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標は、いずれも「レジェンダ」の称呼を生じるから、称呼を共通にする

ものである。

また、両商標は、いずれも特定の観念を生じないから、観念において比較することはでき

ないものである。

そして、欧文字のみからなる本願商標と、片仮名と括弧書きの欧文字を横書きしてなる引

用商標とは、構成上の差異を有するものであるが、いずれも平易な書体からなるものであり、

本願商標の「Ｌｅｇｅｎｄａ」の文字と、引用商標の「ＬＥＧＧＥＮＤＡ」の文字部分とは、

２文字目以下の表記が大文字か小文字かの差異及び中間における「Ｇ（ｇ）」の文字が一つ

であるか二つ連続するかの差異にすぎないから、両者は、外観において、近似した印象を与

えるものである。

以上によれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観にお

いて近似した印象を与え、「レジェンダ」の称呼を共通にするものであるから、これらの外

観、称呼、及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合勘案すれば、

両商標は相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。
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（４）本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否

本願商標に係る指定商品は、前記１のとおり「椅子類」であるところ、当該商品は、引用

商標に係る指定商品「家具，テレビジョン受信機載置台，テレビスタンド」と同一又は類似

する商品である。

（５）請求人の主張について

ア 請求人は、引用商標の欧文字部分「ＬＥＧＧＥＮＤＡ」は「Ｇ」を二文字続けて記載

していることから、促音を表し「レッゲンダ」の称呼が生じ、引用商標全体から生じる称呼

「レジェンダレッゲンダ」又は「レジェンダレジェンダ」は語呂良く一連に称呼可能なもの

であって、「レジェンダ」の称呼が単独で生じるとは考え難い旨、主張している。

しかしながら、たとえ、「ＬＥＧＧＥＮＤＡ」の文字から、「レッゲンダ」の称呼を生じ得

るとしても、前記（２）のとおり、仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果

たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生じる称呼が、その欧文字部分よ

り生じる自然の称呼とみるのが相当であることよりすれば、引用商標からは、「レジェンダ」

の称呼のみを生じるものである。

イ 請求人は、過去の審決例及び登録例を挙げて、本願商標もこれらと同様に登録される

べきである旨、主張している。

しかしながら、請求人の挙げるこれらの審決例や登録例は、構成する文字のつづりが異な

る商標における類否判断であって、本願商標のように、「Ｇ（ｇ）」の文字が一つであるか二

つ連続するかのような商標における類否判断とは事案を異にするものであり、かつ、具体的

事案の判断においては、過去の登録例に拘束されることなく判断されるべきである。

ウ よって、請求人の主張は、いずれも採用できない。

（６）まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、その指定商品も、引用商

標の指定商品と同一又は類似するものであるから、商標法第４条第１項第１１号に該当す

る。

  よって、結論のとおり審決する。
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弁理士コメント

本願商標「Ｌｅｇｅｎｄａ」と、引用商標「レジェンダ（ＬＥＧＧＥＮＤＡ）」は、観念

において比較できないとしても、外観において近似した印象を与え、「レジェンダ」の称呼

を共通にするものであるから、これらの外観、称呼、及び観念によって取引者、需要者に与

える印象、記憶、連想等を総合勘案すれば、両商標は相紛れるおそれのある類似の商標とい

うのが相当である、と判断されました。

まず、第一印象として、本審決の理由には違和感を覚えました。

もし、引用商標が、たとえば上段に「レジェンダ」、下段に「ＬＥＧＧＥＮＤＡ」と表し

た二段併記の構成であれば、本審決で言うように、「仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特

定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生じる称呼が、

その欧文字部分より生じる自然の称呼とみるのが相当」というのもわかります。

ですが、引用商標は、「標準文字」の商標です。

標準文字商標である以上、引用商標「レジェンダ（ＬＥＧＧＥＮＤＡ）」は、この構成全体

で、１つの商標として理解されるべきものではないでしょうか。標準文字制度が導入された

平成８年当時の改正本にも、「…標準文字による商標は、文字の配列のみに価値を有する商

標ではあるが…」と書かれています（「平成８年改正工業所有権法の解説」P138）。

審決の言うように、引用商標の構成中の片仮名部分が、欧文字部分より生じる自然の称呼

とみるのが相当と言えるためには、少なくとも、片仮名と欧文字が逆の「ＬＥＧＧＥＮＤＡ

（レジェンダ）」の構成でなければ、おかしいのではないでしょうか。

標準文字商標で、引用商標のように構成中に「（）」を用いることは、実務上も一般的では

ないでしょうし、こういった構成からなる商標の類否判断例というのも、ほとんど見かけな

いように思います。ですから、何とも言い難い点もあるのですが、私個人の考えとしては、

上述のように、標準文字である以上、引用商標「レジェンダ（ＬＥＧＧＥＮＤＡ）」は、こ

の構成全体で、１つの商標として理解されるべきものと思います。

そして、百歩譲って、本審決のような結論を導くとしても、その場合には、少なくとも、

「ＬＥＧＧＥＮＤＡ（レジェンダ）」という構成であることが必要だと考えます。

以上の次第ですので、当職としては、請求人の主張の方が理にかなっていると考えますが、

皆様のお考えはいかがでしょうか。

（弁理士 永露 祥生）

＜２０２１年５月１７日＞            


